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  「珠海経済特区横琴新区条例」が、広東省・珠海市人民代表大会で承認され、2012 年 1 月 1 日より施行されました。条

例は 6 章 65 条からなり、横琴新区における開発、建設、管理、運営などが規定されています。概要は以下の通りです。 

 

◎ 「珠海経済特区横琴新区条例」の概要 

項目 概要 

第一章「総則」 
横琴新区を高水準、かつ独創的に開発するため、法律や行政法規の原則と≪横琴全体発展企画

≫に基づき、本条例を制定する。 

第二章「管理体制」 横琴新区発展決策委員会を設立し、新区発展の重大事項は同委員会において決定する。 

第三章「域内の協力体制」 
珠海・香港・マカオ間の交通、人材、資金、ビジネス、観光、科学技術、教育、文化における一体化

を推進する。 

第四章「産業の振興」 

・税制上の優遇措置 

① 海外から横琴新区に搬入する製造関連商品は、免税または保税扱いとする。 

② 中国大陸から横琴新区に搬入する製造関連商品は、輸出商品として扱われ、輸出増値税の還

付を受けることができる。 

③ 横琴新区における企業間の商品取引については、増値税及び消費税を免除する。 

④ 奨励産業目録に該当し、資格要件を満たす横琴新区内の企業に対し、企業所得税を 15％に

減免する。 

第五章「法律による保障」 香港・マカオ法律問題専門家チームを設立し、両地の法律問題を研究する。 

第六章「付則」 本条例は、2012 年 1 月 1 日より施行する。 

 


